
（大阪市中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第１条 大阪市中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例（平成７

年大阪市条例第３号）の一部を次のように改正する。

別表中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」に改める。

（大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第２条 大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例（平成２２年大阪市

条例第５１号）の一部を次のように改正する。

別表竹島・御幣島地区の項中「別表第２（を）項第２号」を「別表第２（わ）項

第２号」に改め、同表夢洲地区の項中「別表第２（を）項第２号」を「別表第２

（わ）項第２号」に、「別表第２（を）項第３号」を「別表第２（わ）項第３号」

に、「別表第２（を）項第５号」を「別表第２（わ）項第５号」に改める。

（大阪市天満橋１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第３条 大阪市天満橋１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成２年大阪市条例第２９号）の一部を次のように改正する。

別表商業・業務地区の項中「別表第２（り）項」を「別表第２（ぬ）項」に改め

る。

（大阪市咲洲コスモスクエア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部改正）

第４条 大阪市咲洲コスモスクエア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成２年大阪市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

別表（い）欄中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」に、

「同表（り）項」を「同表（ぬ）項」に改める。

議 案 第２４号

大阪市中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例等の

一部を改正する条例案
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（大阪市西梅田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第５条 大阪市西梅田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成２年大阪市条例第３１号）の一部を次のように改正する。

第４条中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」に改める。

（大阪市難波地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第６条 大阪市難波地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

９年大阪市条例第３号）の一部を次のように改正する。

第４条中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」に改める。

（大阪市此花西部臨海地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第７条 大阪市此花西部臨海地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成１０年大阪市条例第９号）の一部を次のように改正する。

別表Ｄ地区の項中「別表第２（り）項第３号」を「別表第２（ぬ）項第３号」に

改める。

（大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第８条 大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成１４年大阪市条例第９号）の一部を次のように改正する。

第４条中「同表（ち）項第３号」を「同表（り）項第３号」に改める。

（大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第９条 大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成２１年大阪市条例第１０４号）の一部を次のように改正する。

別表Ａ地区の項中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」に

改める。
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（大阪市茶屋町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第１０条 大阪市茶屋町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成２３年大阪市条例第５６号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第４号中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」

に改める。

（大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第１１条 大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成６年大阪市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第６条の見出しを「（建蔽率の最高限度）」に改め、同条中「建ぺい率」を「建

蔽率」に改める。

別表Ａ地区の項中「別表第２（を）項第２号」を「別表第２（わ）項第２号」に

改める。

（大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正）

第１２条 大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例（平成７年大阪市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第５条の見出しを「（建蔽率の最高限度）」に改め、同条中「建ぺい率」を「建

蔽率」に改める。

（大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正）

第１３条 大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（平成８年大阪市条例第４号）の一部を次のように改正する。

別表Ａ地区の項中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」に

改める。
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（大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第１４条 大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成９年大阪市条例第６７号）の一部を次のように改正する。

別表Ｄ地区の項中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」に

改める。

（大阪市南市岡３丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第１５条 大阪市南市岡３丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成５年大阪市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「同表（ち）項第２号」を「同表（り）項第２号」に改める。

（大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第１６条 大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成１５年大阪市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

第７条の見出しを「（建蔽率の最高限度）」に改める。

別表Ａ地区の項中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」に

改め、同表Ｂ地区の項中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」

に改める。

（大阪市島屋４丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第１７条 大阪市島屋４丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成１７年大阪市条例第１７０号）の一部を次のように改正する。

第３条中「別表第２（ぬ）項第２号」を「別表第２（る）項第２号」に改める。

第５条の見出しを「（建蔽率の最高限度）」に改める。

（大阪市鶴浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第１８条 大阪市鶴浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成
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１９年大阪市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

別表（い）欄中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」に改

める。

（大阪市大淀南２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第１９条 大阪市大淀南２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成１９年大阪市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第３条中「同表（ち）項第２号」を「同表（り）項第２号」に改める。

（大阪市平野郷地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第２０条 大阪市平野郷地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成１９年大阪市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「同表（ち）項第３号」を「同表（り）項第３号」に改める。

（大阪駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第２１条 大阪駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２１

年大阪市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第３条中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」に改める。

（大阪市三国東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第２２条 大阪市三国東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成２１年大阪市条例第６８号）の一部を次のように改正する。

別表Ｃ地区の項中「別表第２（ち）項第２号」を「別表第２（り）項第２号」に

改める。

（大阪市福駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第２３条 大阪市福駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成２４年大阪市条例第７４号）の一部を次のように改正する。
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第３条中「同表（ち）項第２号」を「同表（り）項第２号」に改める。

（大阪市高麗橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第２４条 大阪市高麗橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成２４年大阪市条例第１１８号）の一部を次のように改正する。

第４条中「同表（ち）項第２号」を「同表（り）項第２号」に改める。

（大阪市御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第２５条 大阪市御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成２６年大阪市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第２号中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」

に改め、同項第３号中「別表第２（を）項第２号」を「別表第２（わ）項第２号」

に改める。

第５条の見出しを「（建蔽率の最高限度）」に改める。

（大阪市御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第２６条 大阪市御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成２６年大阪市条例第６号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第２号中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（り）項第３号」

に改め、同項第３号ただし書中「別表第２（を）項第２号」を「別表第２（わ）項

第２号」に改める。

第５条の見出しを「（建蔽率の最高限度）」に改める。

（大阪市うめきた２期地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第２７条 大阪市うめきた２期地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成２９年大阪市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第３条中「同表（ち）項第３号」を「同表（り）項第３号」に改める。
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附 則

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この条例の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それ

ぞれなお従前の例による。

平成３０年２月９日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

建築基準法の一部改正に伴い、規定を整備するため、大阪市中高層階住居専用地区内における

建築物の制限に関する条例ほか２６条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第

である。
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別表（第４条関係）

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例（抄）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

第１種中高層階住居

専用地区

� 省 略

� 商業地域内にあっては、法別表第２（ち）項
（り）項

第２号及び第３号

に掲げるもの

� 準工業地域内にあっては、法別表第２（ち）項
（り）項

第２号に掲げる

もの

第２種中高層階住居

専用地区

� 省 略

� 商業地域内にあっては、法別表第２（ち）項
（り）項

第２号及び第３号

に掲げるもの

� 準工業地域内にあっては、法別表第２（ち）項
（り）項

第２号に掲げる

もの
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大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第３条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

竹島・御幣島地区 法別表第２（を）項
（わ）項

第２号から第４号までに掲げるもの

夢洲地区 �－� 省 略

� 法別表第２（を）項
（わ）項

第２号、第４号及び第６号から第８号まで

に掲げるもの

	 法別表第２（を）項
（わ）項

第３号に掲げるもの（寄宿舎を除く。）


 店舗及び飲食店（法別表第２（を）項
（わ）項

第５号に掲げるもので

あって、その用途に供する部分の床面積の合計が１，０００平方メー

トル以下のものを除く。）、展示場並びに遊技場

�－� 省 略
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大阪市天満橋１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条、第７条関係）

（あ） （い） （う）

地区の名称 建築物の用途の制限 建築物の高さの

最 高 限 度

省 略 省 略 省 略

商業・業務地区 法別表第２（り）項
（ぬ）項

に掲げるもの 省 略
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大阪市咲洲コスモスクエア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（抄）

別表（第４条、第５条関係）

（あ） （い） （う）

地区の名称 建築物の用途の制限 建築物の敷地面

積の最低限度

Ａ地区 � 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号及び同表（り）項
（ぬ）項

に掲げるもの

� 省 略

省 略

Ｂ―１地区

Ｂ―２地区

Ｂ―３地区

Ｈ地区

省 略

省 略 省 略 省 略
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大阪市西梅田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第４条 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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大阪市難波地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第４条 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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大阪市此花西部臨海地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条、第５条関係）

（あ） （い） （う）

地区の名称 建築物の用途の制限 建築物の敷地面

積の最低限度

省 略 省 略 省 略

Ｄ地区 �－� 省 略

� 法別表第２（り）項
（ぬ）項

第３号及び第４号に掲げ

るもの

省 略

省 略 省 略
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大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第４条 法別表第２（ほ）項第２号及び同表（ち）項
（り）項

第３号に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。
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大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

Ａ地区 �－� 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第２号及び第３号に掲げるもの

省 略 省 略
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大阪市茶屋町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第４条 Ａ―１地区、Ａ―２地区及びＡ―３地区内においては、次に掲げる建築物は、建築して

はならない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合において

は、この限りでない。

�－� 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げるもの

２－３ 省 略

１７



大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建ぺい率
建蔽率

の最高限度）

第６条 別表（あ）欄に掲げるＢ―１地区及びＢ―２地区内の建築物の建築面積（同一敷地内に

２以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対す

る割合（以下「建ぺい率
建蔽率

」という。）は、１０分の８を超えてはならない。ただし、法第５９条の

２第１項の規定の適用を受ける建築物については、この限りでない。

２ 別表（あ）欄に掲げるＤ―１地区内の都市計画道路境川線の区域内に建築物を建築する場合

においては、建築物の建ぺい率
建蔽率

は、１０分の６（法第５３条第３項第２号に規定する建築物にあっ

ては１０分の７）を超えてはならない。

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

Ａ地区 � 省 略

� 法別表第２（を）項
（わ）項

第２号及び第３号に掲げるもの

� 省 略

省 略 省 略

１８



大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建ぺい率
建蔽率

の最高限度）

第５条 都市計画道路西野田中津線の区域内に建築物を建築する場合においては、建築物の建築

面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計）の敷地面積

に対する割合（以下「建ぺい率
建蔽率

」という。）は、１０分の６（法第５３条第３項第２号に規定する

建築物にあっては１０分の７）を超えてはならない。ただし、平成７年大阪府告示第１５３号によ

る変更前の用途地域が住居地域であった土地の全部又は一部を建築物の敷地として建築物を建

築する場合における当該敷地（当該変更前の用途地域が住居地域であった部分に限る。）に係

る建築物の建ぺい率
建蔽率

については、この限りでない。

２ 都市計画道路西野田中津線の区域内に建築する建築物の敷地が前項ただし書に規定する土地

とその他の土地にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率
建蔽率

は、同項の規定によるそれぞ

れの敷地の部分に係る建築物の建ぺい率
建蔽率

の限度にそれぞれの敷地の部分の面積の敷地面積に対

する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

１９



大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

Ａ地区 �－� 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げるもの

省 略 省 略

２０



大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

省 略 省 略

Ｄ地区 � 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第２号に掲げるもの

２１



大阪市南市岡３丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 法別表第２（ほ）項第２号及び同表（ち）項
（り）項

第２号に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、こ

の限りでない。

２－３ 省 略

２２



大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建ぺい率
建蔽率

の最高限度）

第７条 省 略

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

Ａ地区 � 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げるもの

Ｂ地区 � 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第２号及び第３号に掲げるもの

省 略 省 略

２３



大阪市島屋４丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 法別表第２（ぬ）項
（る）項

第２号に掲げる建築物は、建築してはならない。

（建ぺい率
建蔽率

の最高限度）

第５条 省 略

２４



大阪市鶴浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

Ａ地区 � 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第２号及び第３号に掲げるものＢ地区

Ｄ地区

省 略 省 略

２５



大阪市大淀南２丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 法別表第２（ほ）項第２号及び第３号並びに同表（ち）項
（り）項

第２号及び第３号に掲げる建

築物は、建築してはならない。

２６



大阪市平野郷地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第４条 法別表第２（ほ）項第２号及び同表（ち）項
（り）項

第３号に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、こ

の限りでない。

２－３ 省 略

２７



大阪駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げる建築物は、建築してはならない。

２８



大阪市三国東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

別表（第４条関係）

（あ） （い）

地区の名称 建築物の用途の制限

省 略 省 略

Ｃ地区 �－� 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第２号に掲げるもの

２９



大阪市福駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 法別表第２（ほ）項第２号及び第３号並びに同表（ち）項
（り）項

第２号に掲げる建築物は、建

築してはならない。

３０



大阪市高麗橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第４条 法別表第２（ほ）項第２号及び第３号並びに同表（ち）項
（り）項

第２号及び第３号に掲げる建

築物は、建築してはならない。

３１



大阪市御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれ

がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

� 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げるもの

� 法別表第２（を）項
（わ）項

第２号及び第３号に掲げるもの（この条例の施行の際現にこれらのも

のが存する敷地に建築するものを除く。）

２－３ 省 略

（建ぺい率
建蔽率

の最高限度）

第５条 省 略

３２



大阪市御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれ

がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

� 省 略

� 法別表第２（ち）項
（り）項

第３号に掲げるもの

� 次に掲げる建築物。ただし、都市計画道路御堂筋線に接しない敷地並びにこの条例の施行

の際現に法別表第２（を）項
（わ）項

第２号及び第３号に掲げるものが存する敷地に建築するものを

除く。

ア－イ 省 略

２－４ 省 略

（建ぺい率
建蔽率

の最高限度）

第５条 省 略

３３



大阪市うめきた２期地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の用途の制限）

第３条 法別表第２（ほ）項第２号及び同表（ち）項
（り）項

第３号に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。

３４
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